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■「NPO と政治」研究の現状と課題：「NPO と政治」スタディグループ発足のために 

 

本セッションは、「NPOと政治」研究の活性化のために、

その研究諸課題を議論するとともに、学会でのスタディ

グループの意義や今後の研究の発展のための方法を探る

ことを目的とする。 

 

【「NPOと政治」研究の諸課題】 

 日本の市民社会は、L・サラモンや R・ペッカネン等、

多くの研究者によってその政治的発信力の弱さの問題が

指摘されてきた。この状態を肯定するにせよ克服すべき

ものと考えるにせよ、ＮＰＯと政治との関係は、日本の

市民社会や民主主義の特性に関する重要な研究領域であ

ることは明らかである。 

 国際的に見ても、20 世紀第 4 四半期以後東欧革命など

を契機として、新しい市民社会論の発展が見られたが、

この動向は新しい民主化の国際的動向と不可分の関係に

あった。また、例えば R・パットナムのソーシャルキャ

ピタル論も、そのインデックスの中身として政治参加の

要因が不可欠の部分として加えられており、その意義に

ついても常に民主主義との関係が語られてきた。非営利

セクターや広く市民社会への関心は、単に経済発展、社

会的安定、福祉の増大のみならず、それらをめぐって人々

が政治領域における能動的市民としての役割を果たすこ

との意味と不可分であった。 

しかも、近年日本ではいくつかの文脈でNPOと政治と

の関わりは一層注目を浴びている。 

 

 第一に、日本では、公益法人制度改革後の新しい公益

法人・一般法人体制の下での、非営利セクターの政治活

動の実態の解明（いったいどのように政治活動がなされ

ているのか）と、運用等による制度定着に関わる規範的

議論の余地がある状態における規範的探究（いったいど

のような政治活動規制が望ましいのか）という二つの水

準での研究課題が浮かび上がっている。 

KSD 事件、日歯連事件のような公益法人と監督官庁・

政治家との癒着に関する諸問題を含めた「主務官庁制度

の弊害」に対する改革は、公益法人制度改革の二つの目

的の一つであった。その結果はどのようになっているの

であろうか。また、「民による公益」の促進は新しいNPO

のアドボカシーにどのような影響を与えるのであろうか。

これらの問題の把握は、日本の市民社会及び政治に関す

る制度構造の形成にとって重要である。特活法人の政治

活動規制と公益法人に対する政治活動規制のあり方は大

きく異なっており、制度的に不均等な状況も存在してい

る。また、政治活動規制の点では不明確な公益法人の認

定によって、すでに政治活動を活発に行う右寄りの公益

法人や政権党への政治献金を行う公益法人も生まれてい

る。 

一方で非営利団体のアドボカシー活性化の文脈があり、

他方で不透明な政治資金や選挙活動の規制の文脈がある。

その現状を踏まえ、あるべき制度を議論するべき必要性

もまた高いといわざるを得ない。 

 

第二に、日本でNPOセクターの力量の拡大と、国家セ

クターの変容とがあいまって、NPO の現実的政策活動が

重要となっている状況がある。 

例えば、環境教育等促進法の立法支援活動を踏まえ、

2015 年には環境関係の NGO によって「グリーン連合」

が形成された。ジャパンプラットフォーム、国際連帯

税等、海外協力系の団体も、活発な活動を続けている。

また、多くの関係するNPOのアドボカシーを受けて、2015

年 4 月には生活困窮者自立支援法が施行された。格差課

題に関する法制化前後における NPO のアドボカシー

（社会包摂全般や生活困窮者自立支援法の法制化と運

用をめぐって）のあり方は、検証すべき重要な経験で

ある。他方、典型的には、厚労省は地域包括ケアシステ

ムを推進し、その中ではNPO、ボランティアが「社会資

源」として位置づけられ動員される状況がある。地方創

生のかけ声と都道府県／政令指定都市／市町村レベル

での政治とNPOのかかわりも深まっている。 
つまり、アドボカシーの一定の前進とともに、従来の

国家セクターからの非営利セクターへの業務の移行（あ

るいは協働）の動向も進んでいる。 

このように、NPO は、公共政策の形成及び実施におい

て、無視できない役割を持つようになってきている。

NPO/NGO ロビーのあり方を与野党の政党等との関

係を含めどのように、整理していくか、それぞれの町

域での社会課題に直面するNPOは具体的にどのように法

の運用や執行に関わっていくか、多くのNPOにとって切

迫した問題となっている。 

 

第三に、昨年の安保関連法をめぐる政治過程は、選挙

を媒介とする代表制民主主義と併存する市民の政治活動



 

 

に対する社会的注目をもたらした。日常的なそれぞれの

ミッションの元に活動する NPO/NGO にとって、時々の

政治的課題との関わりをどのように整理するのか、ナシ

ョナリズムが今後も大きな政治的争点となることが予想

される状況において多様な市民社会組織は、どのような

実践的・規範的立場を持ち、国内外の市民社会領域の活

性化と連帯を作り上げていくか、など、検討されるべき

点は多い。 

国際的な活動に携わる NGO にとってのみならず NPO

の非営利活動・公益的活動にとって、これらの動向がど

のような意義を持つのかも様々な文脈で問われていると

いえるだろう。 

以上のいくつかの文脈において、日本においても、近

年NPO・NGOと政治に関する研究活動への関心が高まっ

ていく条件が作られている。 

 

【「NPOと政治」研究の活性化のために】 

本研究グループは、2014年度（2015年3月）大会にお

ける三つの政治関係セッションの成果に触発され、政治

とＮＰＯとに関わる研究を推進するため呼びかけられた。

当然ながら、特定の政治的主張を持つものではなく、広

範囲に、政治とNPOとの関係を解き明かすことを目的と

している。本セッションにおいては、本テーマについて

の研究活動の諸課題を議論し、かつ研究グループの形成

や位置づけを含め学会での研究活動活性化の方法を議論

したい。 
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